
湖
北
の
宣
講
書
『
勧
善
録
』
残
本
に
つ
い
て

阿
　
部
　
泰
　
記

は
じ
め
に

　
上
海
図
書
館
古
籍
目
録
に
は
清
孔
継
品
『
勧
善
雑
録
』
と
題
す
る
善
書
を
蔵
し

て

お
り
、
第
一
巻
十
一
篇
の
故
事
を
収
録
し
て
い
る
が
、
筆
者
が
考
察
す
る
に
、

こ
の
書
の
書
名
は
『
勧
善
雑
録
』
で
は
な
く
『
勧
善
録
』
と
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
孔
継
品
は
編
者
で
は
な
く
刊
行
に
出
資
し
た
人
物
の
一
人
に
過
ぎ
な
い
。
『
勧

善
録
』
は
完
本
で
は
な
く
、
上
海
図
書
館
蔵
本
（
巻
一
）
の
他
に
、
孔
夫
子
旧
書

網
広
告
本
（
巻
一
、
巻
三
）
、
及
び
個
人
所
蔵
の
複
写
本
（
巻
四
）
が
あ
り
、
こ
れ

ら
の
残
本
を
総
合
す
る
と
、
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
は
三
巻
三
十
七
篇
と
な
る
。
本

書

は
湖
北
で
編
集
さ
れ
刊
行
さ
れ
た
宣
講
書
で
あ
り
、
収
録
さ
れ
た
故
事
の
文
体

を
検
証
す
る
と
、
代
言
体
と
叙
事
体
の
歌
唱
を
巧
み
に
使
用
し
て
感
動
的
な
物
語

を
展
開
し
て
い
る
。
本
論
で
は
異
な
る
所
蔵
者
の
も
と
に
あ
る
各
巻
を
照
合
し
て

全
体
の
概
要
を
確
認
し
、
そ
の
特
徴
を
分
析
し
て
み
た
い
。

二
　
残
巻
の
全
容

『勧
善
録
』
は
巻
一
、
巻
三
、
巻
四
の
三
巻
が
現
存
し
て
お
り
、
各
巻
の
所
蔵
者

と
収
録
す
る
内
訳
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

1
．
巻
一

　
　
i
．
「
清
孔
継
品
『
勧
善
雑
録
』
」

　
上
海
図
書
館
古
籍
目
録
に
は
清
孔
継
品
『
勧
善
雑
録
』
と
題
す
る
残
本
を
蔵
し

て

お
り
ー
、
第
一
巻
十
一
篇
の
故
事
を
収
録
し
て
い
る
が
、
全
体
の
巻
数
と
故
事
数

は

不
詳
で
あ
る
。
版
心
に
は
故
事
名
だ
け
を
記
し
て
、
巻
数
を
明
記
し
て
い
な
い

も
の
が
多
い
。
た
だ
「
変
牛
償
債
」
「
大
士
救
難
」
だ
け
は
版
心
に
書
名
（
『
勧
善

録
』
）
、
巻
数
、
葉
数
を
記
し
て
お
り
、
葉
数
が
通
し
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
は

『勧
善
雑
録
』
で
は
な
く
『
勧
善
録
』
だ
と
称
す
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
た
本
書
は
義
掲
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
善
書
で
あ
り
、
「
宣
講
解
冤
」
「
施
公

奇
案
」
に
は
「
孔
継
品
敬
刊
」
、
「
司
命
顕
化
」
に
は
「
当
邑
弟
子
陶
徳
宣
敬
刊
」

と
刻
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
孔
継
品
と
陶
徳
宣
は
出
版
費
を
支
援
し
た
信

徒
で
あ
り
、
従
っ
て
上
海
図
書
館
古
籍
目
録
の
よ
う
に
孔
継
品
を
も
っ
て
本
書
の

編
者
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
当
邑
は
当
陽
を
指
し
、
湖
北
省
に
属
す
る

県
で
あ
り
、
こ
の
故
事
が
当
陽
県
で
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
版
式
は
半
葉
九
行
、
行
二
十
字
で
あ
る
が
、
「
淫
悪
巧
報
」
「
欺
貧
賭
眼
」
「
善
全

孝
友
」
の
一
部
は
半
葉
入
行
、
行
二
十
字
で
、
全
体
の
版
式
は
不
統
一
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



　
今
、
所
収
の
作
品
名
と
版
心
の
巻
数
・
葉
数
表
記
を
記
す
と
、
「
守
財
奴
」
上

巻
・
下
巻
（
存
第
十
二
～
二
十
五
葉
）
、
「
宣
講
解
冤
」
（
第
二
十
六
～
二
十
九
葉
）
、

「施
公
奇
案
」
（
第
三
十
～
三
十
五
葉
）
、
「
溺
女
現
報
」
（
第
三
十
五
葉
）
、
「
変
牛
償

債
」
（
巻
一
、
第
三
十
六
～
三
十
八
）
、
「
淫
悪
巧
報
」
（
第
三
十
八
～
四
十
七
葉
）
、

「
大
士
救
難
」
（
巻
一
、
第
四
十
七
～
五
十
二
葉
）
、
「
昧
心
急
報
」
（
第
五
十
二
～

五
十
六
葉
）
、
「
欺
貧
賭
眼
」
（
第
五
十
六
～
六
十
葉
）
、
「
善
全
孝
友
」
（
存
第
六
十

葉
）
、
「
司
命
顕
化
」
（
存
二
葉
、
破
損
）
の
十
一
篇
と
な
る
。

　
　
・
1
1
．
「
木
刻
本
『
勧
善
録
』
一
冊
」

　
二

〇
一
一
年
六
月
に
河
南
省
鄭
州
市
の
三
石
書
屋
が
孔
夫
子
旧
書
網
に
「
木
刻

本

『勧
善
録
』
一
冊
（
内
有
「
守
財
奴
」
「
施
公
案
」
等
十
五
段
）
」
と
い
う
販
売

広
告
を
出
し
た
。
表
紙
に
は
表
題
『
勧
善
録
』
及
び
販
売
店
「
禧
元
記
」
が
墨
書

さ
れ
て
い
る
。
封
面
は
「
光
緒
十
九
年
（
一
八
九
三
）
重
刊
／
勧
善
録
／
張
接
港

両
儀
堂
蔵
板
」
。
版
式
は
半
葉
九
行
、
行
二
十
字
で
、
上
海
図
書
館
蔵
本
と
同
版
で

あ
る
。
「
張
接
港
」
は
荊
州
府
荊
門
県
に
位
置
す
る
一
港
湾
で
あ
り
2
、
本
書
が
湖

北
で
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
。

　
冒
頭
の
「
趙
大
真
君
叙
」
は
民
間
の
善
堂
が
祭
る
神
明
が
述
べ
た
序
文
で
あ
り
、

聖
諭
宣
講
の
故
事
が
実
話
を
採
集
し
た
も
の
で
、
模
範
的
な
人
間
と
な
る
手
本
と

し
て
学
ぶ
べ
き
こ
と
、
歌
唱
形
式
に
よ
っ
て
雅
俗
と
も
に
楽
し
め
る
こ
と
を
述
べ

て

い
る
3
。

　
続
く
「
首
巻
目
録
」
に
は
、
序
（
「
趙
大
真
君
叙
」
）
、
郭
輪
舳
叙
、
お
よ
び
「
誠

孝
格
天
」
「
孝
婦
逐
疫
」
「
逆
子
遭
謎
」
「
守
財
奴
」
「
宣
講
解
冤
」
「
施
公
奇
案
」

「溺
女
現
報
」
「
司
命
顕
化
」
4
「
変
牛
償
債
」
「
淫
悪
巧
報
」
「
大
士
救
難
」
「
昧
心
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

報
」
「
欺
貧
賭
眼
」
「
善
全
孝
友
」
十
四
篇
を
掲
載
し
て
お
り
、
上
海
図
書
館
蔵
本

の

「守
財
奴
」
の
故
事
の
前
に
、
「
誠
孝
格
天
」
「
孝
婦
逐
疫
」
「
逆
子
遭
謎
」
三
篇

を
収
録
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
こ
の
三
篇
は
湖
北
当
陽
県
の
曽
得
宗
の
義
損

に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
故
事
で
あ
る
。

　

2
．
巻
三

　
　

i
．
清
代
抄
本
『
勧
善
録
』
一
冊
全

　
孔

夫
子
旧
書
網
に
は
二
〇
＝
年
八
月
に
湖
北
省
宜
都
市
の
古
籍
旧
書
店
が

「清
代
抄
本
『
勧
善
録
』
一
冊
全
」
の
販
売
広
告
を
出
し
た
。
半
葉
八
行
、
行
二
十

字
。
原
版
の
版
式
を
模
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
勧
善
録
三
巻
目
録
」
に
よ
れ

ば
、
「
江
生
遊
冥
」
「
鴨
還
銭
」
「
猪
償
債
」
「
孝
逆
速
報
」
「
焚
書
減
寿
」
「
竈
王
救

劫
」
「
継
母
不
賢
」
「
溺
女
惨
報
」
「
木
匠
倣
官
」
「
救
女
獲
福
」
「
活
変
猪
」
「
夢
変

猪
」
「
烈
女
尋
夫
」
「
陰
階
得
妻
」
十
四
篇
を
収
録
す
る
。
そ
の
う
ち
「
江
生
遊
冥
」

（荊
門
）
、
「
鴨
還
銭
」
（
馬
家
湖
）
、
「
孝
逆
速
報
」
（
汚
陽
、
薪
州
）
、
「
焚
書
減
寿
」

（沙
市
）
、
「
継
母
不
賢
」
（
漢
陽
）
五
篇
が
湖
北
の
故
事
で
あ
る
。

　
　
“
ー
－
．
李
洪
源
複
写
本

　
李
洪
源
氏
（
湖
北
省
仙
桃
市
民
間
芸
人
協
会
会
長
）
所
蔵
の
複
写
本
は
、
版
式

が
半
葉
九
行
、
行
二
十
五
字
で
、
版
心
に
は
す
べ
て
、
書
名
『
勧
善
録
』
、
巻
数
、

及
び
葉
数
を
刻
す
る
。
そ
の
中
で
巻
三
は
「
烈
女
尋
夫
」
末
尾
（
四
十
六
葉
裏
）
5

と
「
陰
隅
得
妻
」
（
四
十
六
～
五
十
四
葉
）
の
二
篇
を
収
録
す
る
。
こ
の
二
篇
は
清

代
抄
本
巻
三
の

目
録
の
篇
名
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
版
式
は
異
な
る
も
の

の
、
複
写
本
は
清
代
抄
本
と
同
じ
内
容
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

3
．
巻
四



　
　

i
．
李
洪
源
複
写
本

　
李
洪
源
氏
所
蔵
の
複
写
本
の
巻
四
に
収
録
す
る
故
事
は
、
「
両
世
合
指
」
（
四
～

十
葉
）
、
「
因
妻
免
禍
」
（
十
六
～
十
九
葉
）
、
「
応
該
餓
死
」
（
十
九
～
二
十
三
葉
）
、

「
遺
画
成
美
」
（
二
十
三
～
二
十
八
葉
）
、
「
節
孝
双
善
」
（
題
目
の
み
、
二
十
八
葉

～
？
）
、
「
題
目
不
詳
」
末
尾
（
？
～
四
十
二
葉
表
）
6
、
「
好
賢
妻
」
（
四
十
二
～
四

十
六
葉
）
、
「
好
兄
弟
」
（
四
十
六
～
四
十
九
葉
）
、
「
好
朋
友
」
（
四
十
九
～
五
十
二

葉
）
の
九
篇
で
あ
る
が
、
一
～
四
葉
、
十
一
～
十
六
葉
表
、
二
十
八
葉
裏
～
四
十

一
葉
、
及
び
五
十
三
葉
以
後
を
欠
い
て
お
り
、
複
写
本
の
巻
四
は
あ
る
い
は
他
の

巻

と
同
じ
く
、
全
体
で
十
四
篇
ほ
ど
の
故
事
を
収
録
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

三
　
故
事
の
概
要

　
光
緒
本

に
は
「
郭
輪
舳
叙
」
を
掲
載
せ
ず
、
直
ち
に
「
誠
孝
格
天
」
の
本
文
を

掲
載
す
る
。
各
故
事
の
概
要
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
（
〔
〕
内
は
宣
詞
の
詞

体
と
句
数
を
示
す
。
）

　
巻
一
「
誠
孝
格
天
」
（
当
邑
曽
得
宗
敬
刊
）
－
版
心
「
誠
孝
格
天
」
。
一
～
五
葉
。

半
葉
九
行
、
行
二
十
字
。
『
宣
講
集
要
』
巻
十
四
「
誠
孝
格
天
」
を
転
載
。
宣
詞
は

代
言
体
と
叙
事
体
を
併
用
。
冒
頭
に
『
聖
諭
』
一
条
「
敦
孝
弟
以
重
人
倫
」
の
主

旨
を
説
明
し
、
成
豊
七
年
（
一
八
五
七
）
湖
北
省
施
南
府
成
豊
県
（
湖
北
）
の
孝

子
劉
光
貴
の
故
事
を
案
証
と
し
て
挙
げ
る
。
「
光
貴
は
苦
労
し
て
盲
目
の
母
曽
氏
を

養
う
。
曽
氏
が
早
く
死
ん
で
面
倒
を
か
け
た
く
な
い
と
言
う
と
〔
十
言
二
十
句
〕
、

光
貴
は
母
の
世
話
を
す
る
の
は
当
然
だ
と
答
え
る
〔
十
言
十
二
句
〕
。
光
貴
が
母
の

こ
と
を
気
に
か
け
な
が
ら
田
で
草
を
鋤
い
て
除
い
て
い
る
と
地
震
が
起
き
、
不
思

議
な
こ
と
に
家
屋
が
二
里
あ
ま
り
離
れ
た
と
こ
ろ
に
移
さ
れ
て
被
害
を
免
れ
た
た

め
、
神
に
感
謝
す
る
〔
十
言
二
十
二
句
〕
。
甥
の
劉
玉
連
が
来
て
天
が
曽
氏
に
同
情

し
光
貴
の
孝
心
に
感
動
し
て
奇
跡
を
起
こ
し
た
と
語
っ
て
い
る
と
近
所
の
人
が
来

て

役
所
に
申
し
上
げ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
〔
十
言
十
六
句
〕
、
県
令
が
府
憲
に

報
告
し
〔
十
言
四
句
〕
、
府
憲
は
道
憲
に
碑
を
立
て
る
よ
う
申
し
上
げ
る
と
言
う

〔十
言
四
句
〕
。
府
憲
は
光
貴
を
模
範
と
す
る
よ
う
民
衆
に
説
い
て
碑
を
立
て
皆
が

見
に
来
る
〔
十
言
二
十
六
句
〕
。
」

　
「
孝
婦
逐
疫
」
7
（
当
邑
曽
得
宗
敬
刊
）
－
版
心
「
孝
婦
逐
疫
」
。
五
～
七
葉
。
半

葉
九
行
、
行
二
十
字
。
宣
詞
は
代
言
体
と
叙
事
体
を
併
用
。
「
順
治
年
間
、
晋
陵

（江
蘇
）
の
顧
成
の
長
子
元
培
は
怠
惰
で
あ
っ
た
。
妻
銭
氏
が
諌
言
す
る
と
〔
七
言

十
六
句
〕
、
元
培
は
改
心
す
る
。
顧
成
夫
妻
が
喜
ん
で
銭
氏
に
感
謝
す
る
と
〔
十
言

十
二
句
〕
、
銭
氏
は
当
然
の
こ
と
だ
と
言
う
〔
七
言
十
句
〕
。
順
治
八
年
（
一
六
五

一
）
に
疫
病
が
蔓
延
し
て
顧
成
一
家
は
感
染
す
る
。
実
家
に
い
た
銭
氏
は
父
母
の

世
話
を
し
な
け
れ
ば
と
言
っ
て
帰
宅
す
る
〔
十
言
十
二
句
〕
。
顧
成
が
疫
病
に
苦
し

ん

で
い

る
と
疫
病
神
が
孝
行
な
嫁
が
帰
宅
し
た
の
で
回
避
す
る
と
話
す
の
が
聞
こ

え
て
病
気
が
治
癒
し
一
家
は
繁
栄
す
る
〔
十
言
三
十
句
〕
。
」

　
「
逆
子
遭
誕
」
（
当
邑
曽
得
宗
敬
刊
）
－
版
心
「
逆
子
遭
謎
」
。
七
～
九
葉
。
半
葉

九
行
、
行
二
十
字
。
『
宣
講
集
要
』
巻
十
四
「
逆
子
遭
謎
」
を
転
載
。
宣
詞
は
代
言

体
。
冒
頭
に
不
孝
に
対
す
る
悪
報
を
述
べ
る
と
説
く
。
「
長
渓
地
方
、
の
農
民
焉
思

仁
と
妻
王
氏
の
一
子
金
保
は
陳
家
に
養
子
と
な
っ
て
陳
元
と
改
名
し
漁
業
を
営
む

が
生
み
の
父
母
を
思
わ
な
い
。
王
氏
は
苦
労
し
て
育
て
た
息
子
を
思
っ
て
会
い
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



行
く
〔
十
言
十
八
句
〕
。
陳
元
は
何
し
に
来
た
と
王
氏
を
罵
る
。
王
氏
は
養
育
の
恩

を
忘
れ
た
息
子
に
悲
憤
し
て
帰
ろ
う
と
す
る
〔
十
言
十
二
句
〕
。
陳
元
の
妻
は
魚
を

捕
っ
て
母
を
も
て
な
す
よ
う
夫
を
磐
め
る
〔
十
言
六
句
〕
。
陳
元
は
大
漁
で
あ
っ
た

が
魚
を
隠
す
。
陳
元
は
母
を
も
て
な
し
た
妻
を
責
め
る
〔
十
言
十
二
句
〕
。
陳
元
は

大
蛇

に
変
化
し
た
魚
に
噛
ま
れ
て
人
事
不
省
に
な
り
真
夜
中
に
目
が
醒
め
る
。
陳

元

は
閻
魔
か
ら
世
人
に
勧
告
せ
よ
と
言
わ
れ
た
と
妻
に
告
げ
る
〔
十
言
十
六
句
〕
。

陳
元
は
頭
を
斬
ら
れ
て
死
ぬ
。
」

　
「
守
財
奴
」
上
下
二
巻
9
1
版
心
「
守
財
奴
」
。
十
～
二
十
五
葉
。
半
葉
九
行
、
行

二
十
字
。
宣
詞
は
代
言
体
と
叙
事
体
。
冒
頭
吝
音
を
戒
め
る
詩
を
記
す
〔
七
言
八

句
〕
。
「
（
上
巻
）
宋
朝
、
†
梁
曹
州
曹
南
県
（
山
東
）
の
秀
才
周
栄
祖
の
祖
先
は
善

行

に
努
め
て
い
た
が
、
父
周
奉
は
財
を
重
ん
じ
経
堂
を
殿
し
た
た
め
病
死
す
る
。

栄
祖
は
妻
張
氏
に
科
挙
を
受
験
し
た
い
と
相
談
し
、
家
は
老
僕
に
任
せ
一
子
長
寿

を
連
れ
て
上
京
す
る
〔
七
言
三
十
句
〕
。
曹
州
の
買
仁
は
貧
乏
で
東
岳
廟
に
住
ん
で

い

た
。
買
仁
が
貧
乏
の
原
因
を
東
岳
帝
に
尋
ね
る
と
増
福
神
が
前
世
で
不
信
心
で

あ
っ
た
た
め
だ
と
報
告
し
頁
仁
が
俄
悔
し
た
た
め
帝
は
周
栄
祖
と
禍
福
を
入
れ
替

え
る
〔
十
言
七
十
句
〕
。
か
く
て
栄
祖
の
家
は
火
事
に
遭
い
、
買
仁
は
焼
け
跡
か
ら

埋
蔵
金
を
得
て
裕
福
に
な
る
。
だ
が
買
仁
と
妻
は
吝
立
回
で
子
供
が
で
き
ず
陳
徳
輔

の

仲
介
で
養
子
を
探
す
〔
十
言
二
十
四
句
〕
。
栄
祖
は
科
挙
に
落
第
し
て
帰
郷
し
家

を
失
っ
た
こ
と
を
知
る
。
栄
祖
は
悲
嘆
し
風
雪
を
避
け
て
酒
屋
に
入
る
〔
十
言
十

八
句
〕
。
店
主
は
夫
婦
に
酒
を
勧
め
、
泣
く
長
寿
を
見
て
買
家
の
養
子
の
話
を
し

て

栄
祖
が
承
諾
し
た
た
め
徳
輔
を
呼
び
と
も
に
買
家
に
行
く
〔
十
言
六
十
八
句
〕
。

（下
巻
）
冒
頭
に
金
を
貯
め
て
も
善
行
を
積
ま
な
け
れ
ば
無
駄
に
な
る
と
説
く
〔
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

言
十
二
句
〕
。
徳
輔
は
栄
祖
を
買
仁
に
紹
介
す
る
。
買
仁
は
栄
祖
の
子
を
見
て
喜
び

契
約
書
を
交
わ
し
、
渋
々
代
価
は
一
串
銭
と
言
う
〔
十
言
一
百
四
句
〕
。
陳
徳
輔

は

申
し
訳
な
さ
そ
う
に
一
串
銭
を
夫
妻
に
渡
す
が
夫
妻
は
納
得
し
な
い
〔
十
言
十

八
句
〕
。
買
仁
は
徳
輔
が
給
料
か
ら
銭
を
補
填
す
る
と
言
う
と
喜
ぶ
。
買
仁
は
自

分
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
吝
音
な
の
で
徳
輔
に
早
く
帳
簿
に
記
す
よ
う
促
す
〔
十

言
十

二
句
〕
。
徳
輔
は
事
情
を
話
し
て
夫
妻
に
銭
四
串
を
渡
す
。
周
秀
才
は
子
に

詫
び
妻
は
悲
し
ん
で
息
子
に
別
れ
を
告
げ
て
徳
輔
が
連
れ
去
る
〔
十
言
十
六
句
〕
。

長
寿
は
頁
仁
を
親
と
し
て
育
ち
継
志
と
改
名
す
る
。
買
仁
は
危
篤
に
な
り
継
志
を

東
岳
廟
に
行
か
せ
病
気
快
復
を
祈
願
さ
せ
る
。
継
志
は
買
仁
を
欺
い
て
大
金
を
持

参
し
て
参
拝
し
和
尚
に
金
を
渡
し
て
廟
内
に
い
た
老
人
夫
婦
を
追
い
出
す
〔
十
言

四
十
句
〕
。
継
志
は
後
悔
し
て
善
行
に
努
め
る
。
廟
内
に
い
た
夫
婦
は
周
秀
才
夫
妻

で
あ
り
曹
南
に
帰
ろ
う
と
し
て
妻
が
病
気
に
な
る
が
徳
輔
の
薬
を
飲
ん
で
快
復
し

息
子
の
消
息
を
聞
い
て
再
会
を
手
配
し
て
も
ら
う
〔
七
言
四
十
句
〕
。
徳
輔
は
継
志

に
父
母
の
到
来
を
知
ら
せ
る
。
継
志
は
父
母
に
再
会
し
て
廟
で
の
非
礼
を
わ
び
父

母

は
再
会
を
喜
ぶ
〔
七
言
十
四
句
〕
。
継
志
が
父
母
に
献
上
し
た
金
銀
は
祖
父
の
遺

産
で
豚
小
屋
に
隠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
徳
輔
は
そ
れ
を
聞
い
て
元
の
持
ち
主
に

返
っ
た
と
喜
ぶ
〔
十
言
十
二
句
〕
。
継
志
は
徳
輔
と
店
主
に
謝
礼
し
て
父
母
を
家
に

迎
え
る
。
栄
祖
は
子
に
家
の
没
落
の
因
果
を
語
り
経
堂
を
再
建
さ
せ
る
〔
十
言
二

十
句
〕
。
」

　
「
宣
講
解
冤
」
（
孔
継
品
敬
刊
）
1
版
心
「
宣
講
解
冤
」
。
二
十
六
～
二
十
九
葉
。

半
葉
九
行
、
行
二
十
字
。
『
宣
講
集
要
』
巻
十
四
「
宣
講
解
冤
」
を
転
載
。
宣
詞
は

代
言
体
と
叙
事
体
。
冒
頭
に
『
聖
諭
』
十
六
条
「
解
仇
急
以
重
身
命
」
に
つ
い
て



来
世
で
報
復
す
る
話
を
す
る
と
説
く
。
「
荊
州
府
枝
江
県
江
口
後
郷
（
湖
北
）
の

農
民
趙
文
漢
の
妻
筍
氏
は
成
豊
九
年
（
一
八
五
九
）
に
人
事
不
省
と
な
る
。
姑
と

夫
は
驚
い
て
嫁
の
実
家
に
知
ら
せ
筍
家
の
人
々
が
来
る
〔
七
言
二
十
六
句
〕
。
叔

母
は

蘇
生

を
待
て
ば
よ
い
と
言
う
。
皆
が
見
守
っ
て
い
る
と
翌
日
息
を
吹
き
返
す

〔七
言
六
句
〕
。
筍
氏
は
母
に
明
日
死
ぬ
と
告
げ
ら
れ
た
と
語
る
。
夫
を
殺
し
て
人

妻
を
奪
っ
た
罪
と
告
げ
ら
れ
た
と
言
う
〔
七
言
四
句
〕
。
自
分
は
女
子
だ
と
告
げ
た

と
言
う
。
前
世
は
湖
南
岳
州
の
察
貴
で
妻
何
氏
の
醜
貌
を
嫌
っ
て
離
縁
し
五
陵
の

王
有
昇
を
船
か
ら
突
き
落
と
し
て
妻
彰
氏
に
言
い
寄
っ
た
が
彰
氏
が
入
水
自
殺
し

た
と
告
げ
ら
れ
た
と
言
う
〔
七
言
四
十
句
〕
。
自
分
は
地
獄
で
筍
家
の
娘
に
転
生
し

短
命
で
死
ぬ
審
判
を
受
け
た
と
言
う
〔
七
言
十
四
句
〕
。
何
氏
の
舅
が
冥
界
に
赴
い

て

王
有
昇
の
霊
を
説
得
し
暫
時
蘇
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
う
。
文
漢
は
信
じ

ず
妖
怪
と
罵
る
〔
七
言
十
句
〕
。
筍
氏
は
空
中
に
あ
が
る
。
有
昇
の
言
葉
を
話
し
て

筍
氏
を
捕
ら
え
て
行
く
と
言
う
〔
七
言
四
句
〕
。
筍
氏
は
何
氏
の
舅
の
声
で
有
昇
を

制
止
し
文
漢
に
葦
善
壇
で
宣
講
を
開
催
さ
せ
る
。
宣
講
が
開
か
れ
観
音
が
降
臨
し

て

訓
辞
を
垂
れ
死
者
は
転
生
す
る
〔
七
言
二
十
八
句
〕
。
」

　
「
施
公
奇
案
」
n
（
孔
継
品
敬
刊
）
1
版
心
「
施
公
奇
案
」
。
三
十
～
三
十
五
葉
。

半
葉
九
行
、
行
二
十
字
。
『
宣
講
集
要
』
巻
十
四
「
施
公
奇
案
」
を
転
載
。
宣
詞

は
代
言
体
と
叙
事
体
。
冒
頭
に
『
聖
諭
』
十
六
条
「
解
仇
急
以
重
身
命
」
に
関
連

し
て
仇
葱
は
酒
に
よ
る
こ
と
が
多
い
と
説
く
。
「
溜
川
（
山
東
）
の
鄭
倫
が
負
債

を
償
還
し
た
残
り
銀
三
百
両
を
妻
の
兄
胡
成
に
預
け
る
と
、
胡
成
は
酒
に
酔
っ
て

隣
人
焉
安
に
行
商
人
を
殺
し
て
金
を
奪
い
死
体
は
南
山
の
井
戸
に
棄
て
た
と
放
言

す
る
。
凋
安
は
復
讐
す
る
好
機
だ
と
考
え
て
名
判
官
の
施
愚
山
に
訴
え
る
。
胡
成

は
鄭
倫
か
ら
預
か
っ
た
金
だ
と
弁
明
し
鄭
倫
も
証
言
す
る
が
〔
七
言
二
十
二
句
〕
、

凋
安
は
南
山
の
井
戸
を
調
べ
る
よ
う
嘆
願
し
〔
七
言
四
句
〕
、
首
無
し
死
体
が
発

見

さ
れ
〔
七
言
四
句
〕
、
胡
成
は
馬
安
の
罠
だ
と
訴
え
る
〔
七
言
十
四
句
〕
。
施
公

は
二
人
が
犯
人
で
は
な
い
と
考
え
、
死
体
を
確
認
し
た
者
に
銀
三
百
両
を
与
え
る

と
布
告
す
る
。
郎
氏
が
出
頭
し
て
夫
何
甲
が
交
易
か
ら
帰
ら
な
い
と
言
い
死
体
の

特
徴
が
一
致
す
る
〔
七
言
十
八
句
〕
。
郎
氏
は
夫
の
死
体
を
見
て
狼
狽
す
る
〔
七

言
十
四
句
〕
。
施
公
は
何
甲
の
首
に
懸
賞
金
を
か
け
る
と
寡
夫
王
五
が
出
頭
す
る
。

施
公
は
王
五
に
首
を
ど
こ
で
発
見
し
た
か
審
問
す
る
〔
十
言
六
句
〕
。
王
五
は
作
り

話
を
す
る
。
施
公
は
王
五
に
な
ぜ
す
ぐ
に
発
見
で
き
た
か
を
質
す
〔
十
言
六
句
〕
。

郎
氏
は
施
公
を
非
難
す
る
。
施
公
は
郎
氏
を
罵
り
王
五
と
共
謀
し
て
何
甲
を
殺
し

た
と
断
言
す
る
〔
十
言
十
二
句
〕
。
郎
氏
は
な
お
反
論
す
る
。
施
公
は
死
体
を
見
ず

に
亡
夫
と
わ
か
る
わ
け
が
な
い
と
反
論
す
る
〔
十
言
四
句
〕
。
施
公
は
懸
賞
金
で
試

し
た
と
言
う
。
施
公
は
何
甲
が
貧
乏
で
金
が
あ
る
は
ず
が
な
い
と
言
う
〔
十
言
八

句
〕
。
施
公
は
郎
氏
ら
を
処
刑
す
る
。
施
公
は
「
勧
世
歌
」
を
作
っ
て
戯
れ
言
を
戒

め

る
〔
十
言
十
八
句
〕
。
」

　
「
溺
女
現
報
」
－
版
心
「
溺
女
現
報
」
。
三
十
五
葉
。
半
葉
九
行
、
行
二
十
字
。

『宣
講
集
要
』
巻
十
四
「
溺
女
現
報
」
を
転
載
。
宣
詞
は
代
言
体
と
叙
事
体
。
「
成

豊
七
年
（
一
八
五
七
）
、
荊
州
（
湖
北
）
の
李
和
が
溺
死
さ
せ
た
長
男
と
次
男
の

娘

に
取
り
葱
か
れ
る
。
李
和
は
泣
い
て
妻
に
『
溺
女
歌
』
を
歌
う
〔
七
言
二
十
四

句
〕
。
」

　
「
変
牛
償
債
」
1
版
心
「
勧
善
録
」
。
三
十
六
～
三
十
八
葉
。
半
葉
九
行
、
行
二

十
字
。
宣
詞
は
代
言
体
と
叙
事
体
。
冒
頭
は
前
世
の
負
債
を
償
還
す
る
と
い
う
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



（七
言
十
句
）
。
「
道
光
二
十
九
年
（
一
八
四
九
）
、
武
昌
県
松
滋
鎮
采
穴
（
湖
北
）

の
雑
貨
店
の
店
主
高
徳
盛
の
子
銃
霊
は
劉
正
譲
と
合
資
し
て
問
安
寺
（
枝
江
県
）

で
雑
貨
店
を
開
く
。
銃
霊
は
資
金
を
正
護
に
預
け
て
帰
郷
す
る
〔
七
言
十
九
句
〕
。

正
誤

は
遊
蕩
し
て
そ
の
金
を
使
い
果
た
す
。
正
護
は
銃
霊
に
事
実
を
語
り
儲
か
っ

た
ら
返
却
す
る
と
言
う
〔
七
言
十
四
句
〕
。
正
護
は
神
に
誓
っ
て
牛
馬
に
変
じ
て
返

還
す
る
と
言
う
。
銃
霊
は
不
運
だ
っ
た
あ
と
あ
き
ら
め
る
と
言
う
〔
七
言
八
句
〕
。

銃
霊
は
金
が
で
き
た
時
に
返
せ
ば
よ
い
と
言
う
が
正
護
は
成
豊
元
年
（
一
八
五

一
）

に
河
南
大
明
府
で
凍
死
し
て
銃
霊
は
成
豊
二
年
に
帰
郷
し
て
夢
を
見
る
。
夢

で
正
誤
が
牛
に
な
っ
て
借
金
を
返
す
と
言
っ
た
た
め
銃
霊
は
家
僕
に
確
か
め
さ
せ

る
〔
七
言
十
六
句
〕
。
水
牛
が
生
ま
れ
て
お
り
売
値
は
二
十
串
で
あ
っ
た
。
」

　
「
淫
悪
巧
報
」
1
版
心
「
淫
悪
巧
報
」
。
三
十
八
～
四
十
七
葉
。
半
葉
八
行
、
行

二
十
字
。
『
宣
講
集
要
』
巻
十
四
「
淫
悪
巧
報
」
を
転
載
、
。
宣
詞
は
代
言
体
と
叙

事
体
。
「
成
豊
己
未
九
年
（
一
八
五
九
）
、
湖
北
省
荊
州
府
江
陵
県
万
城
下
街
で
の

事
件
。
関
廟
裏
の
劉
有
元
が
馬
道
松
の
子
が
内
蔵
を
吐
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
る
。

ま
た
本
街
の
王
光
宗
の
子
が
腸
を
引
き
裂
か
れ
て
殺
害
さ
れ
る
。
光
宗
と
妻
は
悲

し
む
〔
十
言
八
句
〕
。
劉
老
爺
は
訴
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
劉
老
爺
は
門
生
謝
乗

圭
と
相
談
し
て
訴
え
る
こ
と
に
す
る
〔
十
言
十
句
〕
。
皆
は
賛
同
す
る
が
光
宗
だ
け

は
反
対
す
る
。
光
宗
は
前
世
の
定
め
で
あ
り
訴
え
る
必
要
は
な
い
と
言
う
〔
十
言

八
句
〕
。
だ
が
兄
弟
の
意
見
に
よ
っ
て
訴
え
る
。
江
陵
県
の
張
県
令
は
現
場
に
赴
い

て

検
屍
す
る
。
張
県
令
は
殺
害
の
理
由
が
わ
か
ら
ず
神
に
祈
り
劉
老
爺
を
訪
ね
る

〔十
言
十
八
句
〕
。
荊
州
府
は
賞
金
を
懸
け
て
調
査
し
て
も
解
明
で
き
な
い
が
、
観

音
大
士
と
鎮
江
王
爺
が
降
臨
し
て
犯
人
は
サ
正
順
だ
と
指
摘
す
る
。
正
順
は
董
陶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

氏

と
共
謀
し
た
と
供
述
す
る
。
正
順
は
董
陶
氏
と
姦
通
し
て
応
報
を
被
っ
た
と
言

う
〔
十
言
十
六
句
〕
。
正
順
は
光
宗
の
妻
陳
氏
が
子
春
生
に
光
宗
と
姦
通
し
た
陶
氏

と
そ
の
夫
を
罵
ら
せ
た
と
言
う
。
正
順
は
陶
氏
に
替
わ
っ
て
陳
氏
の
子
を
殺
し
て

陶
氏
の
歓
心
を
買
っ
た
と
自
供
す
る
〔
十
言
六
十
八
句
〕
。
サ
は
処
刑
さ
れ
て
そ
の

死
体
は
豚
や
犬
に
食
わ
れ
る
。
」

　
「
大
士
救
難
」
1
版
心
「
勧
善
録
」
。
四
十
七
～
五
十
二
葉
。
半
葉
九
行
、
行
二

十
字
。
宣
詞
は
代
言
体
と
叙
事
体
を
交
え
る
。
冒
頭
に
至
誠
は
神
を
感
動
さ
せ
観

音
大
士
が
救
済
す
る
と
説
く
。
「
荊
州
西
城
湾
（
湖
北
）
の
郭
玉
輝
は
継
母
に
仕
え

て

龍

山
寺
の
観
音
に
絶
え
ず
参
拝
し
て
い
た
。
乾
隆
戊
申
（
一
七
八
八
）
六
月
洪

水
が
荊
州
城
を
掩
う
が
筏
に
乗
っ
た
僧
に
救
わ
れ
る
〔
七
言
二
十
句
〕
。
僧
は
郭
一

家
に
食
糧
を
与
え
る
。
僧
は
水
に
落
ち
た
老
父
を
救
う
〔
士
言
十
八
句
〕
。
僧
は
石

首
県
無
奉
寺
の
方
願
参
と
称
し
龍
山
寺
で
再
会
す
る
と
告
げ
る
。
玉
輝
は
食
事
を

心
配
す
る
門
人
劉
宗
茂
に
観
音
斎
が
あ
る
と
説
き
宗
茂
も
納
得
す
る
〔
七
言
十
四

句
〕
。
麦
碗
面
が
入
っ
た
壺
が
流
れ
て
来
て
玉
輝
は
飢
え
を
充
た
す
。
沙
市
の
叔
父

の
船

に
乗
り
転
覆
し
そ
う
に
な
る
が
僧
が
救
う
。
龍
山
寺
の
住
職
は
僧
が
観
音
大

士
だ

と
教
え
る
〔
十
言
三
十
句
〕
。
こ
れ
よ
り
観
音
信
仰
が
盛
ん
に
な
る
。
」

　
「
昧
心
急
報
」
1
版
心
「
勧
善
録
」
。
五
十
二
～
五
十
六
葉
。
半
葉
九
行
、
行
二

十
字
。
宣
詞
は
代
言
体
と
叙
事
体
。
「
道
光
年
間
、
広
東
仁
化
県
の
商
人
呉
玉
連
は

子
大
徳

に
荊
州
府
江
陵
県
（
湖
北
）
の
総
頭
†
兆
憬
を
義
父
と
し
て
拝
さ
せ
る
が
、

兆
榿

は
禁
令
を
恐
れ
て
大
徳
が
預
け
た
鴉
片
を
騙
し
取
る
。
兆
憧
は
確
か
に
預
け

た
と
言
う
大
徳
を
罵
り
官
に
訴
え
る
と
騒
ぐ
〔
七
言
十
八
句
〕
。
兆
榿
は
家
人
に
大

徳
の
後
を
つ
け
さ
せ
る
。
大
徳
は
自
殺
し
か
無
い
と
悲
嘆
す
る
〔
七
言
二
十
句
〕
。



家
人
が
大
徳
の
自
殺
を
報
告
す
る
と
兆
榿
は
喜
ぶ
。
翌
日
総
頭
焉
連
陞
が
死
ん
で

蘇
生
す
る
。
連
陞
は
冥
界
で
大
徳
が
兆
榿
を
訴
え
て
い
る
と
告
げ
る
〔
七
言
二
十

句
〕
。
兆
榿
は
恐
れ
る
。
兆
榿
は
家
族
に
死
期
を
告
げ
る
〔
十
言
十
四
句
〕
。
兆
憧

の
家
は
没
落
す
る
。
」

　
「
欺
貧
賭
眼
㌦
ー
版
心
無
題
。
五
十
六
～
六
十
葉
。
半
葉
八
行
、
行
二
十
字
。
『
宣

講
集
要
』
巻
十
四
「
欺
貧
賭
眼
」
を
転
載
。
宣
詞
は
代
言
体
と
叙
事
体
。
冒
頭
に

貧
乏
を
馬
鹿
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
説
く
〔
七
言
四
句
〕
。
「
本
朝
乾
隆
年
間
、
山

東
の
程
慶
雲

は
高
齢
で
子
供
が
な
く
貧
乏
で
妾
も
嬰
れ
ず
『
呂
祖
醒
心
経
』
を
念

じ
て
子
孝
思
を
儲
け
る
が
夫
婦
は
死
亡
し
孝
思
は
布
政
使
を
退
官
し
た
胡
銀
台
の

書
記
と
な
る
。
銀
台
は
孝
思
の
読
書
の
声
を
聞
い
て
気
に
入
り
三
女
の
婿
と
す
る

〔七
言
六
句
〕
。
孝
思
は
学
問
に
励
む
。
だ
が
兄
捜
に
白
眼
視
さ
れ
夫
婦
は
茅
屋
に

住
み
三
姑
の
内
助
で
孝
思
は
科
挙
を
受
験
す
る
〔
七
言
二
十
二
句
〕
。
孝
思
は
落
第

す
る
が
呂
祖
の
援
助
を
受
け
て
上
京
す
る
。
銀
台
の
入
十
の
誕
生
祝
い
に
三
姑
は

礼
物
が
無
く
姉
た
ち
か
ら
嘲
笑
さ
れ
る
〔
七
言
三
十
二
句
〕
。
二
女
の
侍
女
春
香
は

孝
思
が
出
世
し
な
い
こ
と
に
目
を
賭
け
る
。
そ
こ
へ
孝
思
が
西
台
御
史
を
任
命
し

た
朗
報
が
届
く
と
兄
捜
は
三
姑
に
敬
意
を
払
い
春
香
は
三
姑
の
侍
女
に
目
を
え
ぐ

ら
れ
孝
思
と
三
姑
は
呂
祖
の
お
か
げ
で
出
世
す
る
〔
七
言
四
十
二
句
〕
。
」

　
「
善
全
孝
友
」
B
I
版
心
無
題
。
六
十
～
六
十
葉
。
半
葉
八
行
、
行
二
十
字
。
宣
詞

は
代
言
体
。
「
昔
、
趙
彦
香
は
兄
彦
栄
が
諌
言
を
聴
か
ず
分
家
を
主
張
し
遊
蕩
し
て

破
産
し
た
た
め
家
に
招
い
て
説
教
す
る
。
彦
香
は
兄
が
後
悔
し
た
の
で
再
び
一
緒

に
住
む
と
言
う
〔
七
言
十
六
句
〕
。
彦
香
は
彦
栄
の
借
金
を
返
済
し
て
父
子
は
科
挙

に
及
第
す
る
。
」

　
「
司
命
顕
化
」
（
当
邑
弟
子
陶
徳
宣
敬
刊
）
1
版
心
「
司
命
顕
化
」
。
六
十
一
～
六

十
九
葉
。
半
葉
九
行
、
行
二
十
字
。
『
宣
講
集
要
』
巻
十
四
「
司
命
顕
化
」
を
転

載
。
宣
詞
は
代
言
体
。
冒
頭
に
竈
を
敬
う
べ
き
だ
と
説
く
〔
七
言
十
八
句
〕
。
「
荊

州
城
外
（
湖
北
）
の
戴
宜
正
夫
妻
は
聖
諭
を
聞
き
竈
を
敬
っ
て
い
た
が
長
子
元
富

は
因
果
を
信
じ
ず
竈
神
に
連
行
さ
れ
て
冥
界
で
打
た
れ
る
。
次
子
元
貴
の
徒
弟
張

茂
林
は
竈
君
を
侮
っ
て
い
た
。
戴
母
は
茂
林
を
戒
め
る
〔
十
言
十
八
句
〕
。
茂
林
は

悔
悟
せ
ず
竈
王
の
謎
責
を
受
け
る
。
人
々
は
驚
い
て
竈
君
に
わ
び
る
〔
七
言
十
四

句
〕
。
茂
林
は
竈
君
に
冥
界
に
連
行
さ
れ
た
と
語
る
。
茂
林
は
冥
界
で
祖
母
の
仲
介

で
救
わ
れ
善
悪
殿
で
元
貴
の
名
を
見
た
と
言
う
〔
十
言
三
十
四
句
〕
。
元
貴
は
冥
界

に
連
行
さ
れ
て
信
じ
る
。
元
貴
は
母
に
判
官
の
帳
簿
に
前
世
で
汚
職
し
退
職
後
に

善
行
を
施
し
た
た
め
人
に
転
生
し
た
が
因
果
を
信
じ
な
い
た
め
地
獄
を
見
せ
ら
れ

た
と
語
る
〔
十
言
四
十
四
句
〕
。
第
一
殿
に
連
行
さ
れ
て
恐
れ
た
と
言
う
。
M
」

　
巻
三

「江
生
遊
冥
」
1
一
葉
。
半
葉
八
行
、
行
二
十
字
。
宣
詞
な
し
。
文
語
体
。

「
荊
門
（
湖
北
）
の
江
興
本
は
代
々
書
記
を
務
め
て
い
た
が
、
道
光
丙
申
（
一
八

三

六
）
に
法
を
曲
げ
て
州
知
事
に
罷
免
さ
れ
て
も
反
省
せ
ず
、
己
亥
年
（
一
八
三

九
）
の
冬
、
夢
で
冥
界
に
遊
び
、
「
増
減
福
寿
関
」
で
自
分
の
名
の
下
に
「
革
」
字

を
見
て
不
思
議
に
思
う
が
、
孫
姓
の
妻
を
強
引
に
嬰
っ
た
た
め
、
父
母
が
刑
罰
を

受
け
、
興
本
は
寿
命
を
奪
わ
れ
る
こ
と
を
知
る
。
」

　
「
鴨
還
銭
」
1
二
葉
。
半
葉
八
行
、
行
二
十
字
。
宣
詞
な
し
。
文
語
体
。
「
馬
家

湖
（
湖
北
）
の
張
斐
は
豚
の
解
体
を
得
意
と
し
て
い
た
が
、
雛
を
温
め
て
い
た
雌

鴨
が
年
末
の
夢
に
現
れ
て
、
自
分
は
鄭
某
で
生
前
に
借
り
た
穀
物
一
石
（
一
串
五

百
紗
）
を
返
済
し
た
の
で
、
次
は
董
洪
昌
に
返
済
に
行
く
と
告
げ
て
去
り
、
董
の
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妻

に
殺
さ
れ
る
。
成
豊
二
年
の
事
、
同
里
文
生
の
話
。
」

　
「
瀦
償
債
」
1
二
～
三
葉
。
半
葉
八
行
、
行
二
十
字
。
宣
詞
な
し
。
文
語
体
。
「
江

邑
婚
管
口
の
王
金
は
木
工
曽
開
成
の
紗
八
串
を
返
さ
ず
、
豚
と
な
っ
て
曽
に
紗
三
串

で
買
わ
れ
、
肉
屋
に
十
一
串
で
売
ら
れ
る
。
成
豊
三
年
の
事
。
」

　
「
孝
逆
速
報
」
1
三
～
九
葉
。
半
葉
入
行
、
行
二
十
字
。
宣
詞
は
代
言
体
と
叙
事

体
。
冒
頭
に
『
聖
諭
』
第
一
条
を
説
く
。
「
乾
隆
年
間
、
汚
陽
（
湖
北
）
の
蘇
大
順

は
監
利
県
（
湖
北
）
で
標
賭
に
ふ
け
り
、
犬
の
解
体
を
好
ん
で
い
た
。
父
正
明
は

悪
行
を
戒
め
る
〔
十
言
三
十
六
句
〕
。
だ
が
大
順
は
ま
す
ま
す
凶
悪
に
な
り
、
雷
神

の
怒
り
を
買
っ
て
食
べ
物
が
蛇
に
変
化
し
食
べ
て
苦
し
む
。
大
順
は
死
ぬ
こ
と
も

で
き
ず
泣
い
て
舌
を
噛
ん
で
死
に
隣
家
の
察
従
安
が
歌
を
作
っ
て
伝
え
る
〔
十
言

四

十
八
句
〕
。
又
、
薪
州
大
同
県
の
王
元
長
は
孝
順
で
父
居
仁
の
留
守
中
に
母
が
死

に
、
道
光
七
年
の
洪
水
で
棺
を
守
っ
て
共
に
流
さ
れ
る
が
天
地
が
感
動
し
て
棺
を

故
郷

に
帰
す
。
元
長
は
帰
郷
し
た
居
仁
を
慰
め
近
所
の
者
は
元
長
の
孝
心
を
賛
美

し
て
生
活
を
援
助
し
陳
翁
の
娘
翠
蘭
と
の
懇
談
を
勧
め
る
〔
十
言
六
十
句
〕
。
元
長

は

推
挙
さ
れ
て
州
学
に
入
学
す
る
。
巡
道
は
そ
の
孝
心
を
称
え
て
歌
を
作
る
。
」

　
「
焚
書
減
寿
」
－
十
～
十
七
葉
。
半
葉
八
行
、
行
二
十
字
。
宣
詞
は
代
言
体
と
叙

事
体
。
冒
頭
に
富
貴
は
善
行
に
よ
る
と
説
く
。
「
湖
北
省
荊
州
府
江
陵
県
沙
市
の
陳

徳
光
の
養
子
元
龍
は
学
業
に
務
め
ず
賭
博
に
ふ
け
り
兄
洪
仁
と
分
家
し
て
困
窮
す

る
。
母
が
元
龍
を
戒
め
る
と
元
龍
は
賭
博
を
す
れ
ば
寿
命
を
縮
め
る
と
誓
う
〔
七

言
六
十
句
〕
。
元
龍
は
反
省
し
て
道
光
三
十
年
に
宣
講
を
開
き
善
書
を
印
刷
す
る

が
、
成
豊
三
年
に
宣
講
が
禁
止
さ
れ
る
と
関
与
を
恐
れ
て
善
書
を
焼
却
す
る
。
元

龍
は
突
然
気
絶
し
て
冥
界
で
寿
命
を
削
減
さ
れ
た
こ
と
を
母
に
告
げ
る
〔
十
言
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

十
八
句
〕
。
元
龍
は
衆
人
に
別
れ
を
告
げ
る
〔
十
言
十
六
句
〕
。
元
龍
は
二
子
に
訓

戒
す
る
〔
七
言
二
十
六
句
〕
。
文
昌
帝
君
は
衆
人
に
元
龍
の
短
命
は
善
行
を
貫
徹
し

な
か
っ
た
か
ら
だ
と
告
げ
る
。
」

　
「
竈
王
救
劫
」
1
十
七
～
二
十
一
葉
。
半
葉
八
行
、
行
二
十
字
。
宣
詞
は
代
言
体

と
叙
事
体
。
冒
頭
に
女
子
は
一
家
の
主
人
で
あ
る
竈
君
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
説

く
。
「
湖
北
裏
陽
府
の
常
滋
は
竈
君
を
崇
敬
し
て
い
た
。
常
滋
は
妻
何
氏
を
戒
め
て

山
西
省
の
愈
良
臣
が
善
行
を
重
ね
な
が
ら
不
幸
に
遭
っ
た
わ
け
を
青
衣
の
竈
君
か

ら
本
心
か
ら
の
善
行
で
は
な
か
っ
た
と
責
め
ら
れ
て
竈
君
を
敬
重
し
た
こ
と
を
説

く
〔
十
言
二
百
二
十
句
〕
。
村
人
た
ち
は
話
を
聞
い
て
司
命
廟
を
立
て
て
竈
君
を
祀

る
。
」

　
「
継
母
不
賢
」
1
二
十
一
～
二
十
九
葉
。
半
葉
八
行
、
行
二
十
字
。
宣
詞
は
代
言

体
と
叙
事
体
。
「
成
豊
三
年
（
一
八
五
三
）
、
成
陽
府
白
水
鋪
（
陳
西
）
の
曽
朝
貴

は
王
氏
と
結
婚
し
て
一
子
長
寿
を
儲
け
る
が
、
王
氏
は
一
年
も
た
た
ず
重
病
に
倒

れ

る
。
王
氏
は
朝
貴
に
後
を
託
し
憂
慮
す
る
朝
貴
に
村
人
は
葬
儀
を
促
す
〔
十
言

三
十
句
〕
。
朝
貴
は
乳
母
を
雇
用
す
る
。
近
所
の
胡
成
名
は
朝
貴
に
再
婚
を
勧
め
朝

貴
は
成
名
に
媒
酌
を
依
頼
す
る
〔
七
言
二
十
句
〕
。
朝
貴
は
王
氏
と
再
婚
す
る
が

王
氏
は

長
寿
の
毒
殺
を
図
る
が
誤
っ
て
朝
貴
が
飲
む
。
王
氏
は
驚
い
て
叔
父
王
必

高
に
相
談
す
る
〔
七
言
十
二
句
〕
。
王
氏
は
必
高
に
銀
十
錠
を
渡
す
。
必
高
は
朝

貴
を
救
う
口
実
に
長
寿
の
首
を
取
れ
と
そ
そ
の
か
す
〔
七
言
十
六
句
〕
。
侍
女
秋

魁
が

こ
れ
を
聞
く
。
秋
魁
は
長
寿
に
学
校
に
逃
げ
る
よ
う
勧
め
る
〔
十
言
十
句
〕
。

長
寿
は
従
者
の
迎
え
を
拒
絶
す
る
。
先
生
は
長
寿
を
叱
っ
て
帰
宅
を
命
じ
る
が
長

寿

は
事
情
を
打
ち
明
け
て
救
い
を
求
め
る
〔
七
言
二
十
六
句
〕
。
先
生
は
長
寿
を



先
に
帰
す
。
長
寿
は
悲
嘆
し
て
帰
宅
し
王
氏
は
長
寿
を
捉
え
て
手
足
を
釘
で
打
つ

〔十
言
三
十
六
句
〕
。
先
生
は
主
人
と
酒
を
飲
み
怪
異
を
見
て
長
寿
を
訪
ね
る
。
先

生

は
長
寿
を
介
抱
す
る
〔
七
言
二
十
句
〕
。
先
生
は
悪
人
を
捉
え
さ
せ
る
。
必
高
は

朝
貴
を
救
う
た
め
に
祈
願
し
て
い
る
と
弁
解
す
る
が
先
生
は
許
さ
な
い
〔
十
言
二

十
句
〕
。
先
生
は
必
高
と
祈
祷
師
を
捉
え
て
県
城
に
入
る
。
王
氏
は
先
生
に
許
し
を

乞
う
〔
十
言
八
句
〕
。
先
生
は
賄
賂
を
受
け
取
ら
ず
陳
府
サ
に
訴
え
る
。
秋
魁
は
王

氏
ら
の
犯
行
を
証
言
す
る
〔
十
言
二
十
句
〕
。
王
氏
ら
は
処
刑
さ
れ
る
。
」

　
「
溺
女
惨
報
」
1
二
十
一
～
二
十
九
葉
。
半
葉
八
行
、
行
二
十
字
。
宣
詞
は
代
言

体
と
叙
事
体
。
冒
頭
に
女
子
を
溺
死
さ
せ
れ
ば
天
罰
を
受
け
る
と
説
く
〔
七
言
十

二
句
〕
。
宋
代
、
徐
流
玉
に
は
四
男
三
女
が
あ
っ
た
が
、
夫
婦
は
二
度
女
子
を
堕
胎

し
た
た
め
妻
喩
氏
は
奇
病
を
患
い
因
果
を
悟
っ
た
。
喩
氏
は
泣
い
て
子
女
に
因
果

を
説
く
と
四
男
は
家
計
の
た
め
仕
方
な
か
っ
た
と
言
い
三
女
は
母
親
に
替
わ
り
た

い

と
言
う
〔
七
言
四
十
二
句
〕
。
女
子
二
人
は
四
男
を
殺
害
し
一
家
は
衰
退
す
る
。

流
玉

は
喩
氏
に
薬
を
与
え
て
喩
氏
は
懐
妊
す
る
が
死
ん
だ
八
人
が
命
を
奪
い
に
来

る
。
喩
氏
は
衆
人
に
因
果
を
語
る
と
肉
包
を
出
産
し
て
倒
れ
、
流
玉
が
肉
包
を
切

る
と
夫
婦
は
亡
霊
に
命
を
奪
わ
れ
財
産
は
衆
人
に
奪
わ
れ
る
〔
十
言
三
十
句
〕
。

　
「
木
匠
倣
官
」
1
二
十
九
～
三
十
三
葉
。
半
葉
八
行
、
行
二
十
字
。
宣
詞
は
代
言

体
と
叙
事
体
。
冒
頭
に
人
は
志
気
を
示
す
べ
き
と
説
く
〔
七
言
十
八
句
〕
。
「
昔
、

重
慶

（四
川
）
の
貢
生
何
興
の
三
女
秋
香
は
周
木
工
に
嫁
ぎ
夫
婦
は
何
興
六
十
歳

の
祝
賀
に
赴
く
。
夫
婦
は
姉
夫
婦
た
ち
が
豪
華
な
祝
儀
を
贈
る
の
を
見
て
恥
じ
る

〔七
言
二
十
句
〕
。
何
興
は
三
人
の
女
婿
の
身
分
に
応
じ
て
寿
字
詩
を
詠
ま
せ
る
。
大

女
婿
と
二
女
婿
は
何
興
を
喜
ば
せ
、
木
工
は
詩
を
詠
め
ず
何
長
生
が
代
わ
り
に
詠

ん

で
か

ら
か
う
が
、
何
興
は
戒
め
る
。
長
生
は
木
工
の
帽
子
の
頭
に
人
参
を
置
き

衆
人
は
そ
れ
を
見
て
笑
い
秋
香
は
見
て
不
愉
快
に
な
る
〔
七
言
五
十
句
〕
。
秋
香
は

木
工
に
帰
宅
を
促
す
。
秋
香
は
木
工
に
読
書
を
勧
め
木
工
は
読
書
に
励
む
〔
七
言

三
十
二
句
〕
。
秋
香
は
銀
四
十
両
を
作
っ
て
木
工
に
渡
す
。
木
工
は
旅
に
出
て
鳳
翔

府
（
陳
西
）
の
挙
人
を
師
と
仰
ぐ
〔
七
言
十
四
句
〕
。
挙
人
周
全
義
は
木
工
を
継
謙

と
名
付
け
て
教
育
す
る
。
秋
香
は
苦
菜
を
食
べ
て
舅
姑
を
養
う
〔
十
言
二
十
句
〕
。

数
年
後
に
姑
が
昏
倒
す
る
。
姑
は
気
遣
う
秋
香
に
平
静
を
装
う
〔
十
言
十
句
〕
。
秋

香

は
察
知
し
て
割
股
を
決
心
す
る
。
秋
香
は
神
に
祈
っ
て
左
腕
を
削
ぐ
〔
十
言
十

二
句
〕
。
秋
香
は
ス
ー
プ
を
作
っ
て
姑
に
饗
し
帰
宅
し
た
継
謙
の
前
で
昏
倒
す
る
。

秋
香
が
腕
の
肉
を
割
い
た
と
告
げ
る
と
継
謙
は
感
謝
す
る
〔
十
言
三
十
句
〕
。
秋
香

は
継
謙
の
成
果
を
問
う
。
継
謙
は
発
憤
し
て
翰
林
に
及
第
し
た
経
緯
を
語
る
〔
七

言
三
十
二
句
〕
。
継
謙
は
以
前
の
木
工
の
服
装
で
何
興
七
十
歳
の
祝
賀
に
赴
く
。
叔

父
何
桂
林
は
継
謙
の
無
能
を
笑
う
〔
七
言
八
句
〕
。
大
女
婿
と
二
女
婿
は
詩
を
詠
ん

で
木
工
を
笑
う
。
継
謙
は
詩
を
詠
ん
で
二
人
を
小
人
と
笑
う
。
そ
こ
へ
官
詰
が
届

き
夫
婦
は
着
替
え
て
何
興
に
挨
拶
す
る
。
大
女
婿
は
継
謙
の
任
官
を
祝
い
非
礼
を

わ
び
る
〔
七
言
十
二
句
〕
。
二
女
婿
も
非
礼
を
わ
び
る
〔
七
言
十
二
句
〕
。
桂
林
も

反
省
し
て
許
し
を
乞
う
〔
七
言
二
十
句
〕
。
何
興
は
侮
蔑
ゆ
え
に
発
憤
が
あ
っ
た
と

継
謙
に
三
人
を
許
さ
せ
る
。
」

　
「
救
女
獲
福
」
1
三
十
三
～
四
十
四
葉
。
半
葉
八
行
、
行
二
十
字
。
宣
詞
は
代

言
体
と
叙
事
体
。
冒
頭
に
堕
胎
溺
女
の
因
果
を
説
く
。
「
高
県
（
四
川
）
の
金
三

期
は
允
成
仁
の
殺
生
を
戒
め
る
言
葉
を
聞
か
な
い
。
成
仁
は
殺
生
の
悲
惨
を
説
く

〔七
言
二
十
二
句
〕
。
三
期
は
妾
が
生
ん
だ
女
子
を
溺
死
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
三
期
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は
妾
が
拒
絶
し
た
の
で
怒
る
〔
七
言
八
句
〕
。
近
隣
の
サ
慈
の
妻
任
氏
が
諌
め
る
。

任
氏
が
諌
め
る
が
三
期
は
聞
か
な
い
〔
七
言
二
十
八
句
〕
。
任
氏
は
女
子
に
喜
姑
と

名
付
け
て
育
て
る
。
三
期
は
姦
通
し
た
寡
婦
に
堕
胎
さ
せ
て
殺
し
た
た
め
寡
婦
の

亡
霊

に
追
わ
れ
て
誤
っ
て
我
が
子
を
撃
ち
殺
す
。
三
期
は
子
の
死
を
悲
し
む
〔
七

言
十
四
句
〕
。
亡
霊
は
三
期
に
つ
き
ま
と
う
。
三
期
は
自
分
の
悪
行
を
後
悔
し
て
亡

霊

に
許
し
を
乞
う
〔
十
言
三
十
六
句
〕
。
三
期
は
端
公
（
巫
師
）
に
お
祓
い
を
さ
せ

る
が
効
力
は
な
く
家
も
焼
失
す
る
。
喜
姑
は
河
南
知
県
王
大
経
に
嫁
ぎ
大
経
は
サ

慈
の
命
を
受
け
て
勧
世
歌
を
作
る
。
勧
世
歌
で
は
溺
女
の
罪
深
さ
を
語
る
〔
七
言

二
十
八
句
〕
。
」

　
「
活
変
猪
」
ー
四
十
九
～
五
十
三
葉
。
半
葉
八
行
、
行
二
十
字
。
宣
詞
は
代
言

体
と
叙
事
体
。
冒
頭
に
不
正
な
財
を
得
て
も
結
局
は
返
済
す
る
こ
と
に
な
る
と
説

く
〔
七
言
四
句
〕
。
「
成
豊
初
年
、
湖
北
宜
昌
府
鶴
峰
州
の
江
心
義
は
貧
欲
で
進
学

し
た
二
子
を
自
慢
し
て
い
た
。
心
義
は
富
裕
を
自
賛
す
る
〔
七
言
十
四
句
〕
。
周
廷

芳
は
食
品
店
（
槽
坊
）
を
開
く
た
め
心
義
に
銀
五
十
両
を
借
り
に
来
る
。
廷
芳
は

心
義
に
金
を
借
り
酒
を
勧
め
ら
れ
て
忘
れ
て
帰
る
が
心
義
は
知
ら
ぬ
と
言
い
廷
芳

は
毎
月
の
利
子
を
払
え
ず
家
と
豚
を
担
保
に
返
済
し
よ
う
と
す
る
〔
七
言
三
十
八

句
〕
。
天
は
怒
っ
て
心
義
の
霊
魂
を
豚
に
入
れ
る
。
番
頭
は
主
人
が
豚
に
変
身
し

て

い

る
の
を
見
て
帰
宅
し
て
告
げ
る
と
心
義
は
応
報
を
知
る
〔
七
言
三
十
四
句
〕
。

子
継
祖
は
心
義
に
善
行
を
積
め
と
諭
す
。
心
義
は
隠
し
た
銀
を
廷
芳
に
返
し
て
善

行

に
努
め
神
仙
と
な
る
夢
を
見
る
〔
七
言
四
十
四
句
〕
。

　
「
夢
変
猪
」
ー
五
十
三
～
五
十
七
葉
。
半
葉
八
行
、
行
二
十
字
。
宣
詞
は
代
言

体

と
叙
事
体
。
冒
頭
に
貧
欲
を
戒
め
る
〔
七
言
四
句
〕
。
前
段
「
活
変
猪
」
の
続
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「
成
豊
十
一
年
（
一
八
五
八
）
、
山
東
済
南
府
の
王
其
敏
と
妻
張
氏
は
傭
人
を

勤
め
て
銀
数
十
両
を
稼
い
だ
。
夫
婦
は
相
談
し
て
高
利
貸
し
を
始
め
る
〔
七
言
十

二
句
〕
。
周
上
元
が
田
圃
を
買
う
た
め
銀
十
両
を
借
り
に
来
る
。
上
元
は
其
敏
を

家
に
招
待
し
て
金
を
借
り
其
敏
は
酒
に
酔
っ
て
契
約
書
を
落
と
し
て
帰
り
上
元
に

告
げ
る
が
上
元
は
契
約
書
は
な
く
て
も
金
は
返
す
と
答
え
る
〔
七
言
五
十
六
句
〕
。

だ

が
期
日
に
な
る
と
契
約
書
を
要
求
し
告
訴
し
て
も
構
わ
な
い
と
言
う
。
誠
実
な

其
敏
は
裁
判
と
聞
い
て
泣
き
寝
入
り
す
る
が
過
往
神
が
天
庭
に
上
奏
し
上
皇
帝
は

過
往
神
に
応
報
を
下
す
よ
う
命
ず
る
〔
七
言
十
四
句
〕
。
過
往
神
は
屠
殺
さ
れ
る
其

敏
の
豚
に
上
元
の
霊
魂
を
貼
り
付
け
る
。
屠
殺
人
が
肉
を
割
く
と
上
元
は
痛
み
に

堪
え
ら
れ
な
い
〔
七
言
八
句
〕
。
劉
七
爺
が
肉
三
斤
を
切
ら
せ
る
。
屠
殺
人
が
肉
を

切
っ
て
量
る
が
七
爺
は
さ
ら
に
油
皮
を
切
ら
せ
た
た
め
上
元
は
痛
く
て
堪
ら
ず
目

が
覚
め
て
改
心
し
其
敏
に
金
を
返
す
〔
七
言
四
十
句
〕
。

　
「
烈
女
尋
夫
」
1
五
十
七
～
六
十
四
葉
。
半
葉
八
行
、
行
二
十
字
。
宣
詞
は
代
言

体
と
叙
事
体
。
冒
頭
に
女
子
は
貞
節
が
重
要
だ
と
説
く
〔
七
言
四
句
〕
。
「
乾
隆
年

間
、
河
南
開
封
府
の
周
建
新
は
遊
興
に
ふ
け
り
妹
月
英
の
婚
約
者
陳
瑞
亭
の
留
守

中
に
月
英
に
再
婚
を
迫
る
。
月
英
は
泣
い
て
拒
絶
す
る
〔
十
言
十
四
句
〕
。
建
新

は
瑞
亭
は
死
ん
で
い
る
と
言
う
。
月
英
は
殺
さ
れ
て
も
再
婚
は
嫌
だ
と
抵
抗
す
る

〔十
言
十
句
〕
。
建
新
は
瑞
亭
の
帰
り
を
待
つ
な
ら
家
を
出
う
と
迫
る
。
月
英
は
兄

な
ら
妹
を
養
う
べ
き
だ
と
主
張
す
る
〔
十
言
十
句
〕
。
建
新
は
月
英
に
衣
服
を
脱

い
で

出
て
い
け
と
迫
る
。
月
英
は
衣
服
を
脱
い
で
兄
に
渡
し
父
母
の
霊
前
で
泣
く

〔十
言
十
句
〕
。
乳
母
は
主
人
か
ら
託
さ
れ
た
銀
三
百
両
を
月
英
に
見
せ
て
と
も
に

上
京
し
月
英
の
書
信
を
赤
雲
寺
に
仮
寓
す
る
瑞
亭
に
見
せ
る
。
書
信
に
は
銀
三
百



両
で
読
書

し
て
成
功
す
る
よ
う
書
か
れ
て
い
た
〔
十
言
十
二
句
〕
。
瑞
亭
は
科
挙

に
合
格
し
て
翰
林
を
授
か
り
共
に
裏
陽
府
に
赴
任
す
る
。
建
新
は
強
盗
に
な
り
瑞

亭
の
船
を
襲
っ
て
捕
ま
る
。
建
新
は
水
夫
で
盗
賊
と
間
違
え
ら
れ
た
と
弁
解
す
る

〔十
言
十
六
句
〕
。
瑞
亭
は
家
族
に
つ
い
て
尋
ね
る
。
建
新
は
妹
月
英
と
陳
郎
の
婚

姻
に
尽
力
し
た
と
答
え
る
〔
十
言
十
二
句
〕
。
建
新
は
犯
行
を
自
供
し
な
い
。
建
新

は

拷
問
を
受
け
る
〔
七
言
八
句
〕
。
月
英
は
建
新
の
前
に
現
れ
る
。
建
新
は
驚
い
て

助
け
を
求
め
る
〔
七
言
十
二
句
〕
。
月
英
は
建
新
が
強
盗
を
犯
し
た
理
由
を
尋
ね

る
。
建
新
は
家
産
を
蕩
尽
し
て
悪
事
に
手
を
染
め
た
経
緯
を
自
供
す
る
〔
七
言
十

句
〕
。
月
英
は
家
名
を
汚
し
た
兄
を
怒
る
。
月
英
は
兄
を
非
難
す
る
〔
七
言
十
四

句
〕
。
建
新
は
許
し
を
乞
う
。
月
英
は
兄
の
悪
行
を
許
せ
な
い
と
言
う
〔
七
言
十
二

句
〕
。
月
英
は
兄
妹
の
情
に
負
け
て
瑞
亭
に
許
し
を
請
い
建
新
は
門
番
と
し
て
雇
わ

れ
る
。

　
「
陰
隙
得
妻
」
1
五
十
七
～
六
十
四
葉
。
半
葉
八
行
、
行
二
十
字
。
焔
宣
詞
は
代

言
体
と
叙
事
体
。
「
大
清
雍
正
年
間
、
湖
北
省
沙
市
（
湖
北
）
の
貧
家
の
少
年
胡
成

名
は
便
所
で
拾
っ
た
銀
十
四
錠
百
両
を
持
ち
主
に
返
し
て
父
大
進
に
報
告
す
る
。

だ
が
父
は
怒
っ
て
成
名
を
追
い
出
す
〔
十
言
十
四
句
〕
。
成
名
は
張
布
客
に
随
行
し

て

家
を
出
る
。
大
進
は
愚
か
な
こ
と
を
し
た
と
後
悔
す
る
〔
十
言
二
十
句
〕
。
帰

州
（
湖
北
）
の
陳
員
外
の
銭
舗
で
徒
弟
と
な
る
。
三
年
後
に
成
名
は
帰
郷
を
申
し

出
る
が
員
外
は
留
め
る
〔
七
言
三
十
二
句
〕
。
員
外
の
子
香
保
は
身
体
不
自
由
を
隠

し
て
曽
挙
人
の
娘
と
婚
約
す
る
が
婚
礼
に
本
人
の
迎
え
を
要
求
さ
れ
る
。
員
外
は

ど
う
対
処
す
る
か
憂
慮
す
る
〔
七
言
八
句
〕
。
媒
酌
人
は
代
人
を
立
て
る
よ
う
進
言

し
員
外
は
成
名
を
選
ぶ
。
成
名
は
断
る
が
員
外
は
涙
を
流
し
て
説
得
す
る
〔
七
言

二
十
二
句
〕
。
成
名
は
仕
方
な
く
応
じ
る
が
悪
天
候
で
帰
還
で
き
ず
焦
る
。
曽
挙
人

は
新
郎
を
気
に
入
っ
て
曽
家
で
挙
式
さ
せ
る
〔
七
言
二
十
八
句
〕
。
成
名
は
三
晩
床

に
入
ら
な
い
。
新
婦
は
母
に
事
情
を
話
す
〔
七
言
十
六
句
〕
。
挙
人
は
成
名
に
理
由

を
質
す
。
成
名
は
仕
方
な
く
事
情
を
話
す
〔
十
言
十
四
句
〕
。
挙
人
は
成
名
に
素
性

を
尋
ね
る
。
成
名
は
家
を
出
て
後
の
こ
と
を
語
る
〔
十
言
二
十
二
句
〕
。
挙
人
は
拾

い
主

に
再
会
で
き
た
の
は
応
報
だ
と
喜
ぶ
〔
十
言
十
四
句
〕
。
挙
人
は
娘
に
ふ
さ
わ

し
い
婿
だ
と
言
う
。
挙
人
は
媒
酌
人
を
帰
し
て
陳
員
外
の
説
明
を
求
め
る
〔
十
言

十
句
〕
。
媒
酌
人
は
伝
言
に
帰
る
。
員
外
は
洪
水
が
引
か
ず
焦
っ
て
い
た
〔
十
言
十

六
句
〕
。
員
外
夫
婦
は
挙
人
と
成
名
を
帰
州
に
訴
え
る
。
挙
人
は
経
緯
を
陳
述
す
る

〔十
言
二
十
六
句
〕
。
官
は
関
係
者
に
尋
問
す
る
。
官
は
員
外
の
過
失
を
指
摘
す
る

〔十
言
十
四
句
〕
。
官
は
員
外
に
結
納
を
返
し
挙
人
の
娘
と
成
名
の
婚
礼
を
認
め
る
。

官
は
成
名
の
徳
行
を
称
賛
す
る
〔
十
言
十
句
〕
。
成
名
は
い
っ
そ
う
学
問
に
励
む
。
」

　
巻
四

「両
世
合
指
」
－
版
心
「
勧
善
録
　
両
世
合
指
」
。
五
～
十
葉
。
宣
詞
は

代
言
体
と
叙
事
体
。
冒
頭
に
因
果
が
疑
い
な
い
こ
と
を
説
く
〔
七
言
二
十
二
句
〕
。

「大
明
天
啓
年
間
、
湖
北
荊
州
沙
市
（
湖
北
）
の
胡
従
善
は
家
が
貧
乏
で
あ
っ
た
。

従
善
は
母
鍾
氏
を
慰
め
る
〔
十
言
十
六
句
〕
。
母
は
死
期
を
悟
っ
て
従
善
に
別
れ
を

告
げ
る
〔
七
言
十
二
句
〕
。
従
善
は
母
を
埋
葬
す
る
。
従
善
は
母
の
死
を
悲
し
む

〔十
言
十
四
句
〕
。
従
善
は
三
年
の
墓
守
を
終
え
る
と
善
行
に
努
め
道
観
の
修
築
に

寄
付
す
る
が
失
明
す
る
。
従
善
は
乞
食
を
し
て
生
活
す
る
〔
七
言
三
十
二
句
〕
。
張

道
人

は
わ
け
を
尋
ね
る
。
従
善
は
経
緯
を
語
る
〔
七
言
十
八
句
〕
。
従
善
は
道
人
に

従
っ
て
道
観
に
行
く
。
従
善
は
参
拝
客
に
乞
食
す
る
〔
十
言
十
二
句
〕
。
従
善
は
落

雷
で
死
亡
し
て
右
指
が
切
れ
る
。
道
人
た
ち
は
従
善
が
な
ぜ
悪
報
を
受
け
た
か
不
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思
議

に
思
う
〔
十
言
十
六
句
〕
。
老
道
長
が
二
十
年
後
に
わ
か
る
と
語
る
。
従
善
は

開
封
府
の
徐
為
仁
の
家
に
転
生
し
て
荊
南
道
巡
撫
を
授
か
る
が
そ
の
右
指
は
切
れ

て

い

た
。
巡
撫
は
道
観
に
来
て
因
果
を
説
い
た
錦
嚢
を
見
る
〔
七
言
八
句
〕
。
巡
撫

は
道
人
に
説
明
を
求
め
る
。
道
人
は
巡
撫
の
前
世
を
告
げ
巡
撫
は
因
果
を
悟
っ
て

隠
棲
し
て
修
行
す
る
〔
十
言
三
十
四
句
〕
。
」

　
「
因
妻
免
禍
」
ー
版
心
「
勧
善
録
　
因
妻
免
禍
」
。
十
六
～
十
九
葉
。
宣
詞
は
代

言
体
と
叙
事
体
。
冒
頭
に
賢
妻
は
夫
を
戒
め
る
べ
き
だ
と
説
く
（
七
言
十
四
句
）
。

「乾
隆
年
間
、
開
封
府
（
河
南
）
の
酒
屋
周
明
は
鵡
を
可
愛
が
っ
て
い
た
。
周
明
は

外
出
に
際
し
て
妻
雲
氏
に
世
話
を
命
じ
る
（
七
言
十
四
句
）
。
だ
が
鵠
は
飛
び
出
し

て

向
か
い
の
仕
立
屋
王
老
ム
が
打
ち
殺
す
。
雲
氏
は
死
骸
を
鳥
籠
に
入
れ
て
夫
の

帰
り
を
待
つ
。
周
明
は
帰
宅
し
て
雲
氏
を
打
郷
す
る
が
雲
氏
は
堪
え
て
真
実
を
話

さ
な
い
〔
七
言
三
十
八
句
〕
。
そ
の
時
老
玄
は
眉
痔
が
で
き
て
病
気
に
な
り
蘇
生
す

る
。
老
玄
は
周
明
に
前
世
の
宿
怨
を
雲
氏
が
調
停
し
た
と
語
る
〔
七
言
十
六
句
〕
。

老
広
の
死
体
は
毒
気
で
焦
げ
る
。
周
明
は
妻
に
二
度
と
打
郷
し
な
い
と
誓
っ
て
夫

婦
は
仲
直
り
し
幸
福
な
家
庭
を
作
る
〔
十
言
二
十
二
句
〕
。
」

　
「
応
該
餓
死
㌧
1
版
心
「
勧
善
録
　
応
該
餓
死
」
。
十
九
～
二
十
三
葉
。
宣
詞
は

代
言
体
と
叙
事
体
。
冒
頭
に
勤
倹
を
勧
め
る
〔
七
言
十
二
句
〕
。
「
宋
の
包
文
正
公

が
冥
界
で
裁
判
し
て
い
た
時
、
餓
鬼
が
転
生
し
て
再
び
餓
死
す
る
こ
と
を
望
ま
ず
、

財
神
を
証
人
と
し
て
富
貴
を
保
証
さ
せ
る
。
餓
鬼
は
鄭
陽
府
（
湖
北
）
の
農
民
張

方
可
の
子
張
富
と
し
て
転
生
す
る
が
怠
惰
を
改
め
な
い
。
方
可
は
説
教
す
る
が
閻

魔
か
ら
富
貴
は
保
証
さ
れ
て
い
る
と
反
論
す
る
〔
十
言
二
十
四
句
〕
。
方
可
は
真
に

受
け
て
怠
惰
に
な
っ
て
餓
死
す
る
。
張
富
は
理
由
が
分
か
ら
ず
に
嘆
息
す
る
〔
十
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二

言
二
十
二
句
〕
。
張
富
は
生
活
を
改
善
せ
ず
妻
ま
で
売
っ
て
し
ま
う
。
張
富
は
財
神

が
約
束
を
守
ら
な
い
と
言
っ
て
怨
む
〔
十
言
十
二
句
〕
。
張
富
は
憤
懲
や
る
か
た

な
く
閻
魔
殿
に
至
る
。
張
富
は
包
公
と
財
瀞
に
不
満
を
述
べ
る
〔
七
言
二
十
句
〕
。

包
公

は
財
禰
に
事
情
を
尋
ね
る
。
財
神
は
怒
っ
て
張
富
の
怠
惰
を
罵
り
包
公
は
張

富
を
永
久
に
地
獄
に
落
と
す
〔
七
言
三
十
六
句
〕
。
」

　
「
遺
画
成
美
」
B
l
版
心
「
勧
善
録
　
遺
画
成
美
」
。
二
十
三
～
二
十
八
葉
。
宣
詞

は
代
言
体
と
叙
事
体
。
「
大
宋
順
天
府
香
県
の
侃
守
謙
は
先
妻
何
氏
の
子
善
述
は

側
室
梅
氏
の
子
善
継
を
守
謙
の
子
と
認
め
な
か
っ
た
。
守
謙
は
臨
終
に
善
述
に
家

産
を
譲
っ
て
善
継
の
こ
と
を
托
し
善
述
も
承
諾
す
る
〔
七
言
三
十
六
句
〕
。
梅
氏

は
再
婚
し
な
い
と
誓
い
守
謙
に
母
子
の
庇
護
を
求
め
る
。
守
謙
は
善
述
か
ら
守
る

た
め
だ
と
語
り
絵
図
を
清
官
に
解
読
し
て
も
ら
う
よ
う
告
げ
る
〔
七
言
二
十
句
〕
。

善
継
は
成
長
し
て
善
述
に
家
産
の
分
与
を
求
め
る
。
善
述
は
聞
か
ず
善
継
は
母
と

相
談
し
て
包
公
に
訴
え
る
〔
七
言
三
十
八
句
〕
。
包
公
は
母
子
に
事
情
を
尋
ね
る
。

梅
氏

は
包
公
に
訴
え
る
〔
十
言
十
六
句
〕
。
包
公
は
絵
図
を
見
て
母
子
を
帰
宅
さ

せ

る
。
包
公
は
絵
図
の
中
に
書
簡
を
発
見
し
て
事
情
を
知
る
〔
十
言
三
十
四
句
〕
。

包
公
は
母
子
の
住
む
小
屋
に
行
っ
て
守
謙
か
ら
千
金
の
在
処
を
教
え
ら
れ
る
様
子

を
示
す
。
包
公
は
地
面
を
掘
ら
せ
る
と
銀
五
千
両
が
出
る
〔
七
言
十
二
句
〕
。
包
公

は
善
継
に
収
納
さ
せ
る
。
包
公
は
続
け
て
掘
ら
せ
る
と
ま
た
金
銀
が
出
る
〔
七
言

十
四
句
〕
。
包
公
は
善
継
に
与
え
る
。
梅
氏
は
包
公
に
感
謝
す
る
〔
七
言
十
二
句
〕
。

包
公
は
善
述
に
争
わ
な
い
よ
う
言
い
置
く
。
後
に
善
述
は
家
が
衰
退
し
善
継
が
そ

の
家
産
を
管
理
す
る
〔
七
言
二
十
句
〕
。
」

　
「
好
賢
妻
」
B
l
版
心
「
勧
善
録
　
好
賢
妻
」
。
四
十
二
～
四
十
六
葉
。
宣
詞
は
代
言



体
と
叙
事
体
。
冒
頭
に
夫
婦
和
合
を
説
く
〔
七
言
四
句
〕
。
「
湖
北
省
当
陽
県
（
湖

北
）
の
楊
景
春
は
父
母
を
埋
葬
し
て
後
に
字
を
売
っ
て
生
活
す
る
。
景
春
は
貧
窮

生
活
を
恥
じ
る
〔
七
言
十
二
句
〕
。
景
春
は
乞
食
の
頭
領
柳
緒
か
ら
娘
環
芝
の
婿

に
求
め
ら
れ
る
。
景
春
は
貧
困
な
自
分
に
は
結
婚
で
き
な
い
と
答
え
る
〔
七
言
二

十
句
〕
。
瑳
芝
は
景
春
の
詩
を
愛
で
る
。
柳
緒
は
瑳
芝
と
の
結
婚
を
打
診
し
景
春

は
喜
ぶ
〔
七
言
十
四
句
〕
。
柳
緒
は
景
春
を
同
居
さ
せ
る
。
景
春
は
科
挙
に
及
第

し
て
善
化
県
令
を
授
か
る
〔
七
言
二
十
句
〕
。
景
春
は
乞
食
の
娘
が
妻
で
あ
る
こ

と
を
恥
じ
る
。
景
春
は
瑳
芝
だ
け
を
赴
任
に
同
行
さ
せ
る
〔
七
言
十
句
〕
。
景
春

は
瑳
芝
を
荊
江
に
突
き
落
と
す
。
景
春
は
船
員
に
救
い
を
求
め
る
〔
七
言
四
句
〕
。

景
春
は
赴
任
の
後
に
死
体
を
探
す
と
言
う
〔
七
言
四
句
〕
。
竣
芝
は
神
助
で
王
路
口

の
岸
辺
に
流
れ
着
く
。
官
船
の
主
人
は
死
体
を
引
き
上
げ
さ
せ
る
〔
七
言
四
句
〕
。

主
人

は
長
沙
府
の
柳
知
府
で
瑳
芝
は
船
上
で
息
を
吹
き
返
す
。
知
府
は
瑳
芝
に
事

情
を
聞
く
〔
七
言
八
句
〕
。
瑳
芝
は
景
春
が
賎
し
い
身
分
を
嫌
っ
た
と
考
え
る
。
瑳

芝
は
知
府
に
話
し
知
府
は
憤
る
〔
十
言
十
八
句
〕
。
夫
人
は
瑳
芝
を
養
女
と
し
て
景

春

に
嫁
が
せ
れ
ば
危
害
は
加
え
な
い
だ
ろ
う
と
言
う
。
知
府
は
長
沙
に
到
着
す
る

〔七
言

四
句
〕
。
府
サ
は
娘
と
の
結
婚
を
許
し
二
人
を
引
き
合
わ
せ
景
春
は
亡
霊
か

と
恐
れ
る
。
府
サ
は
景
春
を
弾
劾
す
る
と
言
う
が
夫
人
が
許
し
を
求
め
る
〔
七
言

二
十
六
句
〕
。
府
サ
は
景
春
に
娘
を
軽
ん
じ
る
な
と
告
げ
る
。
景
春
は
二
度
と
間
違

い
は
犯
さ
な
い
と
誓
う
〔
七
言
十
八
句
〕
。
」

　
「
好
兄
弟
」
1
版
心
「
勧
善
録
　
好
兄
弟
」
。
四
十
六
～
四
十
九
葉
。
宣
詞
は
代

言
体
と
叙
事
体
。
冒
頭
に
兄
弟
喧
嘩
を
戒
め
る
〔
七
言
四
句
〕
。
「
歴
城
県
（
山

東
）
の
胡
友
成
に
は
子
が
な
い
が
妻
張
氏
が
妾
を
嬰
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
弟
友

信
は
次
子
禄
児
を
同
伴
し
て
友
成
の
誕
生
祝
い
に
来
る
。
友
成
は
張
氏
に
妾
を
迎

え
る
よ
う
勧
め
る
が
張
氏
は
家
庭
が
崩
壊
す
る
と
言
い
禄
児
を
養
子
に
と
主
張
す

る
〔
七
言
十
六
句
〕
。
友
信
夫
妻
は
わ
ざ
と
禄
児
に
張
氏
を
母
と
呼
ば
ず
家
産
は

い
ず
れ
自
分
の
も
の
と
言
わ
せ
る
。
張
氏
は
怒
っ
て
意
地
に
な
っ
て
妾
を
迎
え
る

と
言
う
〔
七
言
十
句
〕
。
友
信
夫
妻
は
密
か
に
費
用
を
媒
酌
人
に
渡
す
。
張
氏
は

媒
酌
人
に
若
い
妾
を
要
望
し
媒
酌
人
に
不
足
分
の
費
用
を
借
り
る
〔
七
言
八
句
〕
。

媒
酌
人
は
友
信
夫
妻
に
報
告
し
友
成
の
妾
は
め
で
た
く
男
子
を
出
産
す
る
〔
七
言

二
十
四
句
〕
。
媒
酌
人
は
友
信
夫
妻
が
費
用
を
出
し
た
と
告
げ
る
。
媒
酌
人
が
友
信

夫
妻
は
わ
ざ
と
張
氏
を
怒
ら
せ
妾
を
嬰
ら
せ
た
と
教
え
る
と
友
成
夫
妻
は
始
め
て

感
謝
し
両
家
は
繁
栄
す
る
〔
七
言
四
十
八
句
〕
。
」

　
「
好
朋
友
」
1
版
心
「
勧
善
録
　
好
朋
友
」
。
四
十
九
～
五
十
二
葉
。
宣
詞
は
代

言
体
と
叙
事
体
。
唱
は
す
べ
て
七
言
四
句
。
冒
頭
に
交
友
に
は
財
産
を
関
わ
ら
せ

な
い
と
説
く
〔
七
言
四
句
〕
。
「
武
昌
省
黄
州
府
（
湖
北
）
の
崔
桂
が
蘇
州
に
薬
売

り
に
出
て
江
西
の
占
い
師
の
許
午
と
出
会
う
。
崔
桂
は
年
末
な
の
に
金
が
無
い
と

言
う
〔
七
言
四
句
〕
。
許
午
も
儲
け
が
無
い
と
言
う
〔
七
言
四
句
〕
。
許
午
は
崔
桂

に
百
文
を
預
け
る
。
崔
桂
は
鶏
と
米
を
買
っ
て
帰
る
〔
七
言
四
句
〕
。
二
人
は
そ
の

日
の
食
事
を
済
ま
す
。
崔
桂
は
泥
土
で
雄
鶏
を
作
る
〔
七
言
四
句
〕
。
二
人
は
四

十
個
ほ
ど
作
っ
て
寒
山
寺
で
売
る
。
そ
れ
ら
を
子
ど
も
が
喜
ん
で
買
う
〔
七
言
四

句
〕
。
半
日
で
完
売
す
る
。
そ
の
金
で
食
事
を
す
る
〔
七
言
四
句
〕
。
残
っ
た
鶏
は

料
理
店
に
売
る
。
一
月
で
儲
け
が
出
る
〔
七
言
四
句
〕
。
崔
桂
は
餉
か
け
豆
を
売
ろ

う
と
提
案
す
る
。
蘇
州
に
は
館
か
け
豆
が
無
い
と
言
う
〔
七
言
四
句
〕
。
崔
桂
は
そ

の
儲
け
を
元
に
鍛
子
を
売
る
こ
と
を
提
案
す
る
〔
七
言
四
句
〕
。
二
人
は
大
儲
け
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二



る
〔
七
言
四
句
〕
。
彼
ら
の
売
値
は
市
価
よ
り
安
か
っ
た
。
一
年
で
六
百
両
設
け

る
〔
七
言
四
句
〕
。
二
人
は
服
屋
に
反
物
の
売
買
を
任
さ
れ
る
。
彼
ら
は
店
に
転
居

す
る
〔
七
言
四
句
〕
。
そ
の
後
二
人
は
家
庭
を
持
ち
両
家
は
繁
栄
す
る
。
（
以
下
省

略
）
」

四
　
結
論

　
『
勧
善
録
』
は
湖
北
荊
州
府
荊
山
県
張
接
港
の
両
儀
堂
が
復
刊
し
た
宣
講
書
で
あ

る
。
神
明
（
趙
大
真
君
）
の
序
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
民
間
の
善
堂
が
編
集
し
た
書

で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
版
式
が
同
じ
く
所
蔵
者
が
異
な
る
一
巻
と
写
本
形
式
の

三
巻
、
一
巻
と
は
版
式
が
異
な
る
四
巻
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
二
巻
が

未
発
見
の
た
め
故
事
の
全
数
は
不
明
で
あ
り
、
一
巻
に
十
四
篇
、
三
巻
に
十
四
篇
、

四

巻

に
十
四
篇
程
度
を
収
録
し
て
い
た
と
こ
ろ
ま
で
し
か
明
ら
か
で
な
い
。
そ
の

中
に
は
湖
北
の
信
徒
の
義
指
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
「
誠
孝
格
天
」
「
孝
婦
逐
疫
」

「逆
子
遭
謎
」
（
以
上
、
当
陽
県
曽
得
宗
刊
）
、
「
宣
講
解
冤
」
「
施
公
奇
案
」
（
以
上
、

孔
継
品
刊
）
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
収
録
し
た
故
事
の
地
域
分
布
は
湖
北
が
巻
一

（
8
／
1
4
）
、
巻
三
（
7
／
1
4
）
、
巻
四
（
4
／
7
）
と
大
半
を
占
め
て
い
る
。
な

お
巻
一
に
は
代
表
的
な
宣
講
書
『
宣
講
集
要
』
巻
十
四
か
ら
故
事
を
選
出
し
て
い

る
。
・
。
こ
れ
ら
の
故
事
は
三
巻
の
2
篇
を
除
い
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
因
果
応
報
を

説
き
、
代
言
体
と
叙
事
体
を
ま
じ
え
た
説
唱
形
式
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

一
四

注1
　
古
籍
図
書
網
毛
≦
藝
o
q
ε
ま
o
o
〆
o
o
B
に
も
同
じ
書
名
で
収
録
す
る
。

2
　
明
万
暦
『
湖
広
総
志
』
巻
三
十
三
水
利
二
「
附
開
復
荊
承
二
府
属
穴
口
疏
」

　
に
、
「
該
府
所
属
旧
有
小
河
口
、
丁
家
河
、
洒
港
口
、
張
接
港
、
黒
流
渡
、
漁
乏

　

口
、
潭
子
口
等
処
流
入
各
湖
。
」
参
考
：
サ
玲
玲
『
明
清
両
湖
平
原
的
環
境
変
遷

　
与
社
会
応
対
』
（
二
〇
〇
八
、
上
海
人
民
出
版
社
）
上
篇
「
過
度
墾
殖
与
悪
性
循

　
環
：
生
態
環
境
的
演
変
（
下
）
」
第
二
章
（
下
）
三
「
囲
墾
ー
湖
涙
－
洪
災
的
悪

　
性
循
環
与
時
空
特
点
」
。
現
在
、
荊
山
県
に
属
す
る
。

3
　
・
…
…
嘆
時
殊
勢
異
、
顛
倒
錯
乱
、
如
此
其
極
、
惟
有
安
天
命
、
惟
有
講
聖

　
諭
。
至
於
彰
善
痩
悪
、
量
可
拘
泥
。
況
所
集
之
案
、
均
皆
実
　
、
可
以
作
人
榜

　
様
、
何
妨
講
習
。
莫
言
粗
俗
不
雅
。
歌
詞
大
有
関
係
、
須
知
雅
俗
共
賞
。
…
…
“

4
　
「
司
命
顕
化
」
の
収
録
位
置
が
上
海
図
書
館
所
蔵
本
と
異
な
る
が
、
此
方
が
本

　
来
の
位
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

5
　
「
賢
女
周
月
英
が
陳
姓
の
官
吏
に
嫁
ぎ
、
兄
周
建
新
の
悪
行
に
対
し
て
許
し
を

　
乞
う
」
と
い
う
内
容
。

6
　
「
船
客
が
銀
十
三
両
で
人
助
け
を
し
て
科
挙
に
及
第
す
る
」
と
い
う
内
容
。

7
　
『
宣
講
珠
磯
』
巻
三
「
鬼
避
孝
婦
」
（
破
迷
子
著
）
は
同
工
異
曲
。

8
　
不
詳
。

9
　
原
典
は
『
初
刻
拍
案
驚
奇
』
巻
三
十
五
「
訴
窮
漢
暫
掌
別
人
銭
、
看
財
奴
弓

　
買
冤
家
主
」
（
元
雑
劇
『
看
銭
奴
買
冤
家
債

10

　
原
典
は
『
柳
斎
志
異
』
巻
九
「
折
獄
」
。

11
　
「
淫
悪
巧
報
」
は
『
宣
講
集
要
』
「
淫
悪
巧
報
」
の
前
半
部
を
省
略
し
て
い
る
。



　
『
宣
講
集
要
』
「
淫
悪
巧
報
」
の
前
半
部
で
は
、
湖
北
省
荊
州
府
江
陵
県
西
関
外

　
万
城
千
街
の
黄
自
品
が
何
伯
春
と
楊
文
富
に
託
し
て
四
川
に
花
布
（
更
紗
）
を

　
販
売
さ
せ
る
が
、
伯
春
が
河
に
落
ち
て
死
に
、
文
富
が
遊
蕩
し
て
資
金
を
使
い

　
果

た
し
た
た
め
、
落
胆
し
た
自
品
の
妻
が
自
害
し
、
子
復
順
が
そ
れ
ま
で
の
遊

　
蕩
を
反
省
し
て
聖
諭
を
宣
講
し
て
母
を
済
度
し
た
た
め
、
後
に
王
光
宗
の
子
春

　
生
が
殺
害
さ
れ
た
事
件
で
も
、
忠
孝
の
人
と
し
て
容
疑
が
か
か
ら
な
い
と
い
う

　
内
容
を
語
る
。
「
淫
悪
巧
報
」
は
も
と
長
編
作
品
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

12
　
原
典

は
『
柳
斎
志
異
』
巻
七
「
胡
四
娘
」
。
原
作
で
は
孝
思
の
父
母
に
つ
い
て

　
は
詳
述
せ
ず
、
孝
思
は
剣
南
（
四
川
）
の
人
で
あ
る
。
孝
思
は
三
女
で
は
な
く

　
四
女
と
結
婚
す
る
。

13
　
わ
ず
か
半
葉
あ
ま
り
の
故
事
で
余
白
を
埋
め
た
観
が
あ
る
。

14
　
こ
れ
以
後
の
地
獄
巡
り
の
描
写
は
省
略
す
る
。

15
　
湖
北
省
荊
州
府
江
陵
県
か
。

16
　
李
洪
源
氏
蔵
複
写
本
で
は
、
四
十
六
～
五
十
四
葉
。

17

　
包
公
閻
魔
伝
説
。
次
の
「
遺
画
成
美
」
と
対
に
な
る
説
話
。

18

　
原
典

は
『
龍
図
公
案
』
七
十
七
回
「
祉
画
軸
」
。
『
緩
歩
雲
梯
集
』
巻
一
「
画

　
裡
蔵
金
」
、
『
宣
講
珠
磯
』
巻
一
「
鬼
断
家
私
」
は
同
工
異
曲
。

19
　
原
典
は
『
古
今
小
説
』
巻
二
十
七
「
金
玉
奴
棒
打
薄
情
郎
」
。
な
お
「
金
玉
奴

　
棒
打
薄
情
郎
」
は
宋
代
、
杭
州
、
莫
稽
が
金
玉
奴
を
裏
切
る
故
事
で
あ
る
が
、

　
湖
北
の
故
事
に
改
編
し
て
い
る
。

20
　
『
宣
講
集
要
』
十
五
巻
は
巻
十
三
ま
で
は
巻
ご
と
に
故
事
を
『
聖
諭
』
十
六

条
に
配
し
て
掲
載
し
て
い
る
が
、
巻
十
四
は
そ
う
で
は
な
く
、
各
故
事
の
冒
頭

に
『
聖
諭
』
第
何
条
と
明
記
し
て
い
て
、
補
巻
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た

成
豊
二
年
（
一
八
五
二
）
の
序
文
を
冠
し
て
い
る
が
、
巻
十
四
に
は
成
豊
九
年

の
故
事
（
「
宣
講
解
冤
」
「
淫
悪
巧
報
」
）
を
掲
載
し
て
お
り
、
成
豊
九
年
以
後
の

刊
本
で
あ
る
。
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